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 輸出入申告事項登録業務の改善 

項番 区分 案件 ご要望内容 

１ 通関 「輸出申告事項登録（ＥＤＡ）」 
業務における大額､少額種別の入力 
の簡素化 

輸出申告事項登録画面を展開する際､大額､少額種別を選択するにもかか
わらず､展開画面上にも｢大額､少額識別｣の入力するのは不要かと思われ
るので、当該欄の入力を省略できるようにしてほしい｡ 

２ 通関 輸出申告（少額）業務におけるＨＳ
品目コードの入力可能化 

少額の場合は品名が必須入力となっている。品名の入力方法として現行
のインボイス品名の手入力の他、ＨＳコード９桁を入力することでタリ
フの品名を自動払い出し（大額申告と同様）されるようにしてほしい。 

３ 通関 「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」 
業務の改善（担保・保険・評価） 

担保引落し可能期間及び包括保険の有効期限内に申告予定の輸入申告に
ついて、「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務を実施可能としてほしい。
また、包括保険及び包括評価申告における期限管理を検討してほしい。 
 

４ 海上 
通関 

「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」 
業務における入港日のブランク化 

入港日が必須項目となっているが､航空システムで可能となっているよう
に､ブランクにて申告できるようにしてほしい｡ 
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１．「輸出申告事項登録（ＥＤＡ）」業務における大額､少額種別の入力の簡素化 

区 分 概  要 

１．検討事項 「輸出申告事項登録（ＥＤＡ）」業務における大額､少額種別の入力の簡素化 

２．変更要望 輸出申告事項登録画面を展開する際､画面コードにて大額もしくは少額のいずれかを選択しているが､展開
後の画面上においても｢大額・少額識別｣を入力する必要がある。展開画面上にも｢大額・少額識別｣の入力
するのは不要かと思われるので、当該欄の入力を省略できるようにしてほしい｡ 

３．次期仕様 輸出申告事項登録画面を展開する際、画面コードに従い、「大額・少額識別」を自動で補完する。 
対象業務は以下のとおり。 
・「輸出申告事項登録（ＥＤＡ）」業務 

変更イメージ 
ＳＥＬ等大額の種別（画面コード）を選択し
た場合は自動的に「Ｌ」が補完される。 

ＳＥＳ等少額の種別（画面コード）を選択し
た場合は自動的に「Ｓ」が補完される。 



２－１．輸出申告（少額）におけるＨＳ品目コードの入力可能化【概要】 

区 分 概  要 

１．検討事項 輸出申告（少額）におけるＨＳ品目コードの入力可能化 

２．変更要望 「輸出申告事項登録（ＥＤＡ）」業務等について、少額申告等の場合、品名は必須入力となっている。
また、輸出統計品目番号については、先頭４桁の品目コードのみ入力可能となっており、９桁の品目
コードが入力できない。品名の入力方法として現行のインボイス品名の手入力の他、ＨＳコード９桁
を入力することでタリフの品名を自動払い出し（大額申告と同様）されるようにしてほしい。 

３．次期仕様 少額申告等の場合においても、輸出統計品目番号に９桁の品目コードの入力を可能とし、９桁の品目
コードが入力された場合は、品名をシステムで補完する。対象業務は以下のとおり。 
・「輸出申告事項登録（ＥＤＡ）」業務 
・「輸出申告変更事項登録（ＥＤＡ０１）」業務 
・「輸出許可内容変更事項登録（ＥＡＡ）」業務 

申告種別 大額 
少額 

現行 次期 

輸出統計品目番号 品名 輸出統計品目番号 品名 

Ｅ：輸出申告 
Ｒ：積戻し申告 
Ｎ：特定委託輸出申告 
Ｍ：特定製造貨物輸出申告 
Ｔ：特定輸出申告 

大額 ９桁入力 任意入力 
（自動補完） ９桁入力 任意入力（自動補完） 

少額 ４桁入力 必須入力 
４桁入力 必須入力 
９桁入力 任意入力（自動補完） 

Ｇ：展示等積戻し申告 
大額 ４桁入力 必須入力 

４桁入力 必須入力 
９桁入力 任意入力（自動補完） 

少額 ４桁入力 必須入力 
４桁入力 必須入力 
９桁入力 任意入力（自動補完） 

変更となるパターン 
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２－２．輸出申告（少額）におけるＨＳ品目コードの入力可能化【イメージ図】 

【入力イメージ】 【出力イメージ】 

【入力イメージ】 【出力イメージ】 

851712000 

8517 

MOBILE & WIRELESS PHONE 

先頭４桁のみ入力可能。 

直接入力している。 

輸出品目ＤＢ 

輸出における少額申告の場合、輸出統計品目番号の先頭４桁のみ入力が可能（ただし、品名は必須入力） 

大額申告と同様に、輸出統計品目番号９桁での入力を可能とし、輸出統計品目番号９桁で入力された場
合は、システムに登録されている品名を自動補完する（先頭４桁で入力された場合は、現行と同様に品
名を必須入力とする）。 

輸出統計品目番号９桁が入力された場
合、システムに登録されている品名を
自動補完する。 

現 行 

次 期 



5 

３－１．「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務の改善（担保・保険・評価）【概要】 
区 分 概  要 

１．検討事項 「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務の改善（担保・保険・評価） 

２．変更要望 担保引落し可能期間及び包括保険の有効期限内に申告予定の輸入申告について、「輸入申告事項登録（Ｉ
ＤＡ）」業務を実施可能としてほしい。また、包括保険及び包括評価申告における期限管理を検討してほ
しい。 

３．次期仕様 ① 担保について、「申告等予定年月日」欄に入力がある場合は、当該年月日で引落とし可能期間チェッ
クを行う。 

② 包括保険について、「申告等予定年月日」欄に入力がある場合は、当該年月日で有効期間チェックを
行う。 

③ 包括保険について、業務実施日が適用終了の２週間前から適用終了間近である旨の注意喚起メッセー
ジを出力する。 

④ 包括評価申告について、業務実施日が有効期限の２週間前から有効期限間近である旨の注意喚起メッ
セージを出力する。 
 

対象業務は以下のとおり。 
・「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務  
・「シングルウィンドウ輸入申告事項登録（ＳＷＡ）」業務 
・「輸入申告変更事項登録（ＩＤＡ０１）」業務 
・「輸入申告（ＩＤＣ）」業務 
・「シングルウィンドウ輸入申告（ＳＷＣ）」業務 ※ ③、④については事項登録業務のみ 
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３－２．「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務の改善（担保・保険）【イメージ図】 

ＩＤＡ 
期間（期限）外の
ＩＤＡはエラー 

引落とし可能期間（有効期限） 

担保引落し可能期間及び包括保険の有効期限内に申告する予定の貨物であっても、期間（期限）外に 
輸入申告事項登録業務を実施することはできない。したがって、後続業務の予備申告も実施できない。 

入力した「申告等予定年月日」が担保引落し可能期間及び包括保険の有効期限内である場合は、
輸入申告事項登録業務及び予備申告業務を実施可能とする。 

2016/03/31 

ＩＤＡ 
期間（期限）内に 
ＩＤＡする必要がある 

ＩＤＣ   
（通常申告・本申告） 

2015/04/01 

※ 通常申告又は本申告は、現行の仕様どおり業務実施日でチェックを行う。 

申告等予定年月日が期間（期限）内
であっても、業務を期間（期限）外
に実施しようとするとエラーになる。 

申告等予定年月日が期間（期限）内
である場合は、業務を期間（期限）
外に実施することを可能とする。 

ＩＤC 
（予備申告） 

期間（期限）内に予備
申告する必要がある 

ＩＤＡ 
期間（期限）外の
ＩＤＡも正常終了 

引落とし可能期間（有効期限） 
2016/03/31 

ＩＤC 
（予備申告） 

期間（期限）外の予
備申告も正常終了 

ＩＤＣ 
（通常申告・本申告） 
通常申告又は本申告について
は現行どおり、期間（期限）
内である必要がある 

2015/04/01 

エラー 

輸入申告事項登録 
ＩＤＡ 

輸入申告事項登録 
ＩＤＡ 

次 期 

現 行 
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３－3. 「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務の改善（保険・評価）（期限管理）【イメージ図】 

2015/03/30 

 
適用終了 
２週間前 

 
適用終了日 

2015/03/17 

適用終了（有効期限）間近の注意喚起メッセージ出力期間 

注意喚起メッセージ出力期間中に輸入申告事項登録を実施し
た場合、以下の注意喚起メッセージをＩＤＣ輸入申告入力 
控情報の「業務メッセージ」に出力する。なお、包括保険・
包括評価とも同様な形式の注意喚起メッセージを出力する。 

（注意喚起メッセージ出力時のＩＤＣ輸入申告入力控イメージ） 

現 行 
包括保険及び包括評価について、適用終了（有効期限）年月日間近である旨の注意喚起メッセージが 
出力されない。  

次 期 
輸入申告事項登録を実施した日が適用終了（有効期限）年月日の２週間前を過ぎている場合は、注意 
喚起メッセージを出力する。 

（例）適用終了（有効期限）年月日 
    2015年３月３０日の場合 
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４－１．「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務における入港日のブランク化【概要】 
区 分 概  要 

１．検討事項 「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務における入港日のブランク化 

２．変更要望 海上システムにおいて、「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務等において、輸入申告及び蔵入等承認申請の
場合は、「入港年月日」欄の入力条件は「Ｆ：補完後必須項目」であるが、航空システムで可能となってい
るように、ブランクにて申告できるようにしてほしい｡ 

３．次期仕様 航空システムの仕様と同様に、「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務等においては、事項登録から予備申告
までの間「入港年月日」欄をブランクで登録可能とする（貨物ＤＢに登録がある場合は自動補完する。）。 
対象業務は以下のとおり。 
・「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務 
・「シングルウィンドウ輸入申告事項登録（ＳＷＡ）」業務 
・「輸入申告変更事項登録（ＩＤＡ０１）」業務（予備申告中のみブランクを可能とする） 
・「輸入申告（ＩＤＣ）」業務 
・「シングルウィンドウ輸入申告（ＳＷＣ）」業務 

ＩＤＡ業務時の処理結果 航空 
海上 

現行 次期 

貨物ＤＢなし 正常終了 エラー 正常終了 

貨物ＤＢあり 
入港年月日が登録されていない場合 正常終了 エラー 正常終了 

入港年月日が登録されている場合 正常終了 
（自動補完） 

正常終了 
（自動補完） 

正常終了 
（現行どおり） 

変更となるパターン 
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海上貨物の輸入申告事項登録業務（種別が輸入申告及び蔵入等承認申請のもの）においては、「入港年
月日」欄が必須入力である。予備申告等で、船舶が入港する前に事項登録する場合は入港予定年月日を
入力している。 

海上貨物においても、「入港年月日」欄をブランクとして輸入申告事項登録及び後続の予備申告を実施
することを可能とし、通常申告又は本申告時に、貨物情報から入港年月日を自動補完することとする。 

４－２．「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務における入港日のブランク化【イメージ図】 

ブランクにするとエラーになってしまうため、入
港予定年月日を必須入力している。 

海上貨物ＤＢ 

自動補完 ※航空においては、既に同様の仕様が実装されている。 

「積荷目録提出（ＤＭＦ）」業務
等により、貨物情報ＤＢに入港年
月日が登録される。 

通常申告・本申告時に貨物情報から入港年月
日を自動補完する。 
※通常申告・本申告自動起動の場合も同じ。 

輸入申告事項登録 
ＩＤＡ 

輸入申告事項登録 
ＩＤＡ 

輸入申告 
ＩＤC（予備申告） 

輸入申告 
ＩＤC 

（通常申告・本申告） 

入港年月日はブランク可。 

予備申告も入港年月日ブラ
ンクのままで実施可能。 

次 期 

現 行 
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